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下記によリー般競争入札を実施するので、

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

」ニ
ロ

「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

胃がん検診 1360人 外 2件
契約締結 日～令和7年 3月 31日

航空自衛隊三沢基地

品名 (件名 )

履行期間
履行場所

2入

3入

4参

本L

本L

力日

日  時  令和6年 4月 15日  (月 )14時00分

所  航空自衛隊三沢基地 (合 同庁舎 1階会計隊人札室)場

　

資 格  (1)予決令第70条及び第71条 の規定に該当する者でないこと。

(2)防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以
上に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者。

(3)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。

(4)前 号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の

ある者であって、当該者 と同種の物品の売買又は製造若 しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行お うとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないもの

とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に

は、この限りではない。

5入  オし 方  法  入札書に記入する入札単価は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額
とする。

6保

7入 札

証   金  入札保証金及び契約保証金 免除

の 無 効  4の 参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反 した入札は、
無効とする。

8契約書等作成の有無

9契 約 の 方 法

有

単価契約 (単品決定)

項 を 航空自衛隊三沢基地第 3航空団会計隊事務室

場  所  航空自衛隊三沢基地ホームページ
約契

示
条

す

11郵 便 入 札 の 許 否

12そ   の   他

許可 ※ 事前に申し出ること

(1)入札保証金の納付を免除 してあるが、落札者が契約を結ばないとき
は、入札保証金相当額を徴収する。

(2)入札書に記載された金額の 100分の 110に相当する金額に 1円未
満の端数があるときは、その端数金額を切 り捨てるものとし、当該端数金
額を切 り捨てた後に得 られる金額をもって中し込みがあったものとする。

(3)入札の参加を希望するものは、入札 日までに、入札書及び上記の参加
資格の写 しを契約担当官まで提出すること。

(4)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

TEL(0176)53-4121(内 線 :3287・ 3672)
FAX(0176)53-5464      担当 :藤田



入 本L 書
貴隊の入札条件および契約条項等承諾の上提出します。

令 和 6年 4月 15日

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明 殿

(住所 )

(氏名 ) ⑪

品 名 (件 名 ) 規    格 単位
予 定
数 量 単 価 金  額

胃がん検診

細胞診による子宮がん検診

歯科検診の部外委託

仕様書のとお り 人 1,360

仕様書のとお り ンヽ    120

仕様書のとおり 人    3,000

以下余自

| |

総 額 ¥単価契約

申 込 者 の 条 件

履行期間 : 契約締結日～令和7年 3月 31日

履行場所 :航空自衛隊二沢基地

(そ の他):(税 抜 )

「記載事項」

1.不要な字句は適宜抹消 して使用すること。

2.品名点数が少ないときは余自の欄に斜線すること。

3.2業 以上使用するときは総額福は次葉へつづ くとし最後の用紙に総額を記載すること。

|

|

|

|



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕 様 書 の

種   類

内容による分類 役務仕様書

性質による分類 個別仕様書

物品番号 仕 様 書 番 号

件  名 胃がん検診

三 基 LPS一 M00020

承  認 令和 2年  2月 17日

作 成 令和 2年  2月 14日

改 正

作成部
隊等名

第 3航空団 衛生隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は,航空自衛隊三沢基地において,航空自衛隊における健康診断及び体力検

査に関する達の定めるところにより,部外委託胃がん検診 (以下, “役務"と いう。)

について適用するものである。

1.2 用語の定義

第 3航空団基地業務群衛生隊 (以下, ``衛生隊"と い う。)

1.3 役務の場所

航空自衛隊三沢基地 (検診車)

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

a)役務の受診票及び使用する医療資器材の提供

b)役務に使用する検診車の配車

c)役務結果通知

2.2 役務の期 日

a)調達要領指定書に示す期日を基準とする。

b)請負業者は,こ の期日において履行できない事象が生じた場合,速やかに衛生隊を

通 じて契約担当官と協議すること。

2.3 役務に係る人員の氏名通知

請負業者は,役務の履行に必要な人員を選定し,期 日1週間前までに衛生隊に氏名通

知すること。

2.4 役務検査結果の通知要領

a)役務終了後から3週間後までに,請負業者所定の報告書にて検査結果を検査官に通

知すること。

b)検査結果が再検査等により,請負業者規定の所要日数を超える場合は,速やかに衛

生隊に通知すること。

2.5 品質管理

a)厚生労働省が示す,「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
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件  名 胃がん検診

」に準拠した精度管理を行つていること。

b)必要に応じて衛生隊からの要望があった場合は,請負業者は精度管理の成績を報告

すること。

c)測定法,基準値など検査内容の変更がある場合は,速やかに文書等により衛生隊に

通知すること。

3 学術,技術資料の提供

衛生隊より学術,技術向上で必要な資料を要望された場合,請負業者は衛生隊と協議

のうえ提供すること。

4 損害の解決

4.1 本契約履行に関わる一切の保証は請負業者によるものとし,事故等が発生した場

合は,請負業者は速やかにその内容を契約担当官に報告すること。また,事故等に

より発生した損害は請負業者が責任を持って対処すること。

4.2 役務の結果,それが帰すべき理由により発生した損害は請負業者が責任を持って

解決すること。

個人情報の取扱い

請負業者は善良なる管理者の注意を持って役務を行 うものとする。

請負業者は個人情報等の漏えい等の防止のため,適切な処置をとること。

請負業者はこの契約の履行に際し知得した秘密を第二者に漏らし,又は利用しな

いこと。

5.4 請負業者は委託業務の全部または一部を第二者 (再委託先が委託先の子会社 (会

社法 (平成 17年法律第86号)第 2条第 3号に規定する子会社を言う。)である

場合も含む。)に請け負わせる場合には,予め書面により契約担当官の承認を受け

ること。

5.5 請負業者は委託業務に係る個人情報等を他の目的で利用してはならない。また ,

当該情報を第二者に提供しないこと。

5.6 請負業者はこの契約に履行に必要な場合を除き,請負業者の事業所から個人情報

等を持ち出さないこと。

5.7 請負業者はこの契約の履行が終了した場合は,請負業者は個人情報等を契約担当

官に返却または破棄すること。

5.8 請負業者はこの契約の履行に際し,個人情報等を取 り扱 う従業員を明確にするこ

と。

5.9 請負業者は個人情報等を複製する場合には,予め書面により契約担当官の承認を

受ること。

5.10 請負業者は従業員に対する監督・教育,契約内容の遵守状況等個人情報等の管理

につき,定期的に検査を行 うこと。また,契約担当官は特に必要と認めた場合,請

負業者に対し個人情報等の管理状況に関し質問し,資料の提出を求め,又はその職

員に請負業者の施設内等の関係場所に立入調査をさせることができる。



件  名 胃がん検診

5.11 委託業務に係る個人情報等に関する事故等が発生した場合には,請負業者は速や

かに,その内容を契約担当官に報告すること。

5.12 契約担当官は請負業者が正当な理由なくこの契約の全部または一部を履行しない

場合には,こ の契約の全部または一部を解除することができる。

6 仕様書の疑義

本仕様書に記載のない事項及び疑義については,契約担当官と協議すること。ただし

軽微なものについては,検査官の指示に従 うこと。

7 その他の必要な事項

7.1 請負業者は役務の全部又は一部を第二者に請け負わせる場合,予め書面により契

約担当官の承認を受けること。

7.2 衛生隊が指定する場所,経路以外に立ち入らないこと。また,車両運行にあたつ

ては,基地内の交通規則を遵守すること。



調 達 要 領 指 定 書

発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 衛役 -14

調達要求作成年月 日 令和 6年 3月 4日

作 成 部 隊 第 3航空団 衛生隊

作 成 年 月 日 令和 6年 3月 4日

ロ
ロロ 名 胃がん検診

仕 様 書 番 号 三基 LPS一 M00020

指定事項 :

12.2a)役務の期日

実施 日については検査官と請負業者担当者との調整によるものとする。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕 様 書 の

種   類

内容による分類 役務仕様書

性質による分類 個別仕様書

物品番号 仕 様 書 番 号

件  名 細胞診による子官がん検診

三基 LPS一 M00006-3

承  認 平成 21年  3月  5日

作 成 平成 21年  3月  5日

改 正
平成 27年  2月  4日

令和 2年  2月 17日

作成部
隊等名

第 3航空団 衛生隊

1.総則

1.1 適用範囲

本仕様書は,航空自衛隊三沢基地において,航空自衛隊における健康診断及び体力検

査に関する達の定めるところにより,部外委託子官がん検診 (以下, “役務"と いう。)

について適用するものである。

1_2 用語の定義

第 3航空団基地業務群衛生隊 (以下, ``衛生隊''と いう。)

1.3 役務の場所

航空自衛隊三沢基地 (検診車)

2.役務に関する要求

2.1 役務の内容

a)役務の受診票及び使用する医療資器材の提供

b)役務に使用する検診車の配車

c)役務結果通知

2.2 役務の期 日

a)調達要領指定書に示す期 日を基準とする。

b)請負業者は,こ の期日において履行できない事象が生じた場合,速やかに契約担当

官を通じて衛生隊と協議すること。

2.3 役務に係る人員の氏名通知

請負業者は,役務の履行に必要な人員を選定し,期 日1週間前までに衛生隊に氏名通

知すること。

2.4 役務検査結果の通知要領

a)役務終了後から3週間後までに,請負業者所定の報告書にて検査結果を検査官に通

知すること。

b)検査結果が再検査等により,請負業者規定の所要日数を超える場合は,速やかに衛

生隊に通知すること。

2.5 品質管理

a)厚生労働省が示す,「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針



細胞診による子宮がん検診
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」に準拠した精度管理を行っていること。

b)必要に応 じて衛生隊からの要望があった場合は,請負業者は精度管理の成績を報告

すること。

c)測定法,基準値など検査内容の変更がある場合は,速やかに文書等により衛生隊に

通知すること。

3.学術,技術資料の提供

衛生隊より学術,技術向上で必要な資料を要望された場合,請負業者は衛生隊と協議

のうえ提供すること。

4.損害の解決

4.1 本契約履行に関わる一切の保証は請負業者によるものとし,事故等が発生した場

合は,請負業者は速やかにその内容を契約担当官に報告すること。また,事故等に

より発生した損害は請負業者が責任を持って対処すること。

4.2 役務の結果,それが帰すべき理由により発生 した損害は請負業者が責任を持って

解決すること。

個人情報の取扱い

請負業者は善良なる管理者の注意を持って役務を行 うものとする。

請負業者は個人情報等の漏えい等の防止のため,適切な処置をとること。

請負業者はこの契約の履行に際し知得した秘密を第二者に漏らし,又は利用しな

いこと。

5.4 請負業者は委託業務の全部または一部を第二者 (再委託先が委託先の子会社 (会

社法 (平成 17年法律第 86号)第 2条第 3号に規定する子会社を言う。)である

場合も含む。)に請け負わせる場合には,予め書面により契約担当官の承認を受け

ること。

5.5 請負業者は委託業務に係る個人情報等を他の目的で利用してはならない。また,

当該情報を第二者に提供しないこと。

5.6 請負業者はこの契約に履行に必要な場合を除き,請負業者の事業所から個人情報

等を持ち出さないこと。

5.7 請負業者はこの契約の履行が終了した場合は,請負業者は個人情報等を契約担当

官に返却または破棄すること。

5.8 請負業者はこの契約の履行に際し,個人情報等を取り扱 う従業員を明確にするこ

と。

5.9 請負業者は個人情報等を複製する場合には,予め書面により契約担当官の承認を

受ること。

5.10 請負業者は従業員に対する監督・教育,契約内容の遵守状況等個人情報等の管理

につき,定期的に検査を行 うこと。また,契約担当官は特に必要と認めた場合,請

負業者に対し個人情報等の管理状況に関し質問し,資料の提出を求め,又はその職

員に請負業者の施設内等の関係場所に立入調査をさせることができる。



細胞診による子官がん検診

5.11 委託業務に係る個人情報等に関する事故等が発生した場合には,請負業者は速や

かに,その内容を契約担当官に報告すること。

5.12 契約担当官は請負業者が正当な理由なくこの契約の全部または一部を履行 しない

場合には,こ の契約の全部または一部を解除することができる。

6.仕様書の疑義

本仕様書に記載のない事項及び疑義については,契約担当官と協議すること。ただし

軽微なものについては,検査官の指示に従 うこと。

7.その他の必要な事項

7.1 請負業者は役務の全部又は一部を第二者に請け負わせる場合,予め書面により契

約担当官の承認を受けること。

7.2 衛生隊が指定する場所,経路以外に立ち入らないこと。また,車両運行にあたつ

ては,基地内の交通規則を遵守すること。



調 達 要 領 指 定 書

発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 衛役 -15

調達要求作成年月 日 令和 6年 3月 4日

作 成 部 隊 第 3航空団 衛生隊

作 成 年 月 日 令和 6年 3月 4日

ロ ロ 名 細胞診による子官がん検診

仕 様 書 番 号

指定事項 :

12.2a)役務の期 日

実施 日については検査官と請負業者担当者との調整によるものとする。

三基 LPS一 M00006-3



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容による分類 役務仕様書

性質による分類 個別仕様書

物 品 番 号 仕 様 書 番 号

品  名

又は

件  名

歯科検診の部外委託

三基 LPS一 M00023

承  認 令和 6年  2月 29日

作 成 令和 6年  1月 29日

改 正

作成部

隊等名
3空団衛生隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、 3空団衛生隊が依頼する歯科検診 (以下 「役務」という。)について

規定する。

1.2 履行場所

航空自衛隊三沢基地 (別図第 1参照)

1.3 関連文書

航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達 (昭和 60年航空自衛隊達第

26号 )

歯科医師法 (昭和 23年法律第 202号 )

歯科医師法施行令 (昭和 28年政令第 383号 )

歯科医師法施行規則 (昭和 23年厚生省令第48号)

その他関係諸法令及び地方公共団体等の関係各条例並びに規則類

2 役務に関する要求

a)歯科検診を実施する。

b)実施内容は別紙第 1、 第 2及び付紙に基づき検診結果を記号等にて記載を行 う。

c)記号等の判定は契約相手方医師が行う。

d)1日 当たりの実施人数は約 130人を基準とし、細部は官側担当者との調整によ

るものとする。

e)本役務の実施日は契約相手方担当者との調整によるものとする。

f)本役務を行うために必要な器材、消耗品は契約相手方が準備 し、使用する。

g)本役務は官側担当者の指定する場所 (別図第 2参照)において実施する。
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歯科検診の部外委託件 名

h)検査結果は契約相手方様式を可とし、個人用として作成の上、検査終了後 3週間以

内に官側担当者へ送付する。

i)契約相手方の結果をもとに、歯科検診の総合判定は官側医官で行う。

J)契約相手方は、各役務実施 日毎の必要な人員を選定し,当 日入門する車両情報とと

もに、実施日1週間前までに官側担当者に名簿として提出すること。

k)厚生労働省が示す、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指

針」に準拠した精度管理を行っていること。

3 監督・検査

a)監督及び検査は、航空自衛隊調達規則に基づき実施するものとする。

b)本役務に関する事項において、部隊との調整が必要な場合には、監督官等と調整し

実施するものとする。

c)本役務終了後、官側が指定する検査官が仕様書の要求事項に合致するか否かを検査

する。

4 その他の指示

4.1 役務について

a)契約相手方は、適宜の実施計画 (実施体制、実施会場の使用方法、必要器材の搬入

方法等を記載する。)を作成し、事前に官側に提出してその承認を受けること。

b)前項の実施計画を作成するにあたり必要な調整及び意思疎通を図るため、官側担当

者と受託側担当者による事前打ち合わせを行 うこと。

c)契約相手方は役務履行に必要な人員を派遣し適正に配置すること。

d)役務履行に伴い発生する廃棄物は適正な手続きにより、契約相手方が責任を持って

処分し、その費用は契約相手方の負担とする。

e)契約相手方は役務履行場所の現場責任者を選任 し、役務履行中の医療安全管理に留

意し、事故が起こらないよう十分注意した上、実施に関する現場の指揮監督等業務

全般の責任を追うこと。

f)役務履行場所の設営は契約相手方が実施することし、実施 日は官側担当者と契約相

手方担当者との調整による。

g)役務履行場所の設営に当たっては、受検者のプライバシーヘの配慮 (衝立、カーテ

ン等の設置など)をできる限り行 うこと。

h)検査に起因し、体調不良を訴える等の不測の事態が発生した場合は、速やかに対処

し、官側に報告すること。

1)検査結果判明後、緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見が認められた受診

者があった場合は、適宜の報告書及び当該異常所見に係る受検者の健康診断結果資

料により速やかに官側担当者に報告すること。

4.2 個人情報の保護

a)契約相手方は,善良な管理者の注意を持って役務を行 うものとする。

b)契約相手方は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければなら

ない。

c)契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た秘密を第二者に漏らし、又は利用し

2



歯科検診の部外委託件 名

てはならない。

d)契約相手方は、役務に係る個人情報を他の目的で利用してはならない。また、当該

情報を第二者へ提供してはならない。

e)契約相手方は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により官側の承認を受け

なければならない。

f)官側は、特に必要と認めた場合は、契約相手方に対し、個人情報の管理状況に関し

質問し、資料の提出を求めることができる。

5 その他の事項

5.1 基地内共通事項

契約相手方は、基地において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければな

らない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官 (以下 「監

督官等」という。)の指示に従わなければならない。

a)契約相手方は、役務履行の現場において基地の電力及び給水を使用する必要がある

場合、契約担当官と調整するものとする。

b)契約相手方は、基地内において役務履行で必要な場所以外への立ち入 りは行わない

他、細部は監督官等の指示に従うものとする。

c)契約相手方は、基地内で知 り得た情報について、第二者に漏らしてはならない。

d)基地内における撮影、録音等については、監督官等の許可を得るものとする。

e)契約相手方は、役務に関連するデータについて、必要書類の提出後、該当データを

保持しないものとする。

5.2 仕様書の疑義

この仕様書に記載されていない事項で、関連法令等上、当然実施 しなければならな

い事項については、契約相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。その際、

疑義が生じた場合は、契約担当官と調整のうえ指示を受けるものとする。

5.3 損害の解決

a)作業に当たっては、ほかの物品や施設に損害を与えないように行い、万―損害を与

えた場合は契約相手方の責により回復するものとする。

b)役務に関し事故等が発生した場合は、契約相手方が速やかにその内容を官側に報告

5.4 その他

許可なく本仕様書の複製、関係者以外への貸出を厳禁とし、契約履行後、速やかに

破棄するものとする。



別紙第 1

歯科記載要領

1 歯科検診

(1)歯国の該当部位について、次の表
"左

欄に掲げる事項を同表中欄に掲げる記号

を用いて記入する。 この際、所見が二つ以 l■ ある場合は件記十ろ´

区  分 記  号 ||" 考

う後虫、 2次 う脅虫

Clヽ C■

脱灰 (初 期う

非進行性 う陸

触 )

C10 緊急′,修 復処置li要 さす.定期投察
が必要なも′)(慢性的なCl・ C2
で症状を 1ド わない 1,の を含む、 )

処

　

　

置

　

　

歯

ア 、′ルガム充てん !ヽ F

金属インンー修復
部分被覆冠

111

レジン充てん等非金属充
てん

(rR

全部被覆冠
前装鋳造冠

CK

井金属冠 Jlく

力
,長 工義歯 Br(メ ) Xは、大損部 (」 を示す .

部分床義歯 PD 下練は、義歯装普部f立 を′ドす.

全部l主 義歯

治療 11′ )歯及び破折歯 C2ヽ C3 C3処置青は、C2と する.

構桜を要十る欠損歯

ヽ1

崎綴を要しない久損前

/

楔 状久損

W

半埋状智脩 IPO 別に定める判定基準 :こ 11,、  ~要 注

意・要観察」と判定されたものを「 I

PO」 、「要軽業・要医療」と判定

されたものを「IP」 とする.

IP

萌出不圭 智歯以外の萌出下全は「IPO」 と

十る、ただし、う餃 、歯周病等が

ある場合は、それを優先する.

(2)日 腔清掃状態及び由周組織の炎症

該当する程度を0印で囲む_

(3)要補綴

‖綴処置を必要とする欠損部位がある場合は、該当する顎を●印で囲む.

(1)咬合異常及び舌・ 口艦粘膜疾患

該当の有無を○印で囲む,

※半埋伏智歯における別に定める判定基準は、付紙のとお り。
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半埋伏智歯の指示区分の細部付与要領

半垣代智南

■■
口| 歯日疾
患等の確認

注 :L 同日中に最終評価まで実施することを妨げない。
2 精査ι」、 レントゲン撮鳳 移餞十又はプローーブ等を使ヨノて実1施する力ヽ 全での事項が必夕貢ではない。
3 必要な治療の終了をもって指示区装 変更する。

付紙

「雲注意・夢饉蜜」

「要軽業・要華 」

ツ書療
(口 |1菫衛生指導を言

む。)

葺

謙

異常なし

1要経業 ,夢に1療」

・精査 (レ ントゲン検査
プロープ等をイ実用」
・口店清掃幕態_智歯箇回
プラー‐クf~着釈況帯を評価

異常あり

P要生意・要観奔」
1回め

「
F

な し
智歯の炎症・ぶ
痛等の既壮確認

継こ観察
(コ 腔清掃指導を含

む,il

「要軽業・要医療」 i台療終了
α左書した場合は

「平常・医療不要」
とする。)

2回以上

・箸歯の炎症・疼痛
等の既注確認

・治藤 施
(治療は班麟 を勘案

し実茄D

あ つ



別紙第 2

定期の健康診断実施基準 (抜粋)

検診結果記入用紙 (基準)
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別図第 1
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